
問…問い合わせ先　

問 子ども教育課　☎ 932-1459（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線245）

平成30年度 町立小中学校臨時職員登録者募集

　須恵町教育委員会では、平成30年度 町立小中学校臨時職員登録者を募集します。
　臨時職員の補充が必要になったときは選考の上、登録者の中から採用します。募集職種などは次のとおりです。

※登録者全員が雇用されるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。

※平成29年度登録者のうち平成30年度に引き続き登録を希望する場合は、新たに登録が必要です。

募集

職種
学校事務職員 学校図書館司書

特別支援
学級付添員

少人数指導・
学級サポート

通級指導教員

業務

内容
学校事務全般（中学校は
弁当給食事務も含む）

小中学校図書館司書
業務

小中学校特別支援学
級児童生徒の付添

１学級38人以上とな
る学年の学習指導補助

通級指導教室での児
童生徒の学習指導

賃金 6,200円／日 10,000円／日

勤務

形態

配属された小中学校の勤務時間による

週５日
（月～金）

春休み・夏休み・
冬休みも勤務あり

春休み・夏休み・冬休みは原則として勤務不可

登録

資格

高校卒業程度の学力を
有し、パソコン操作（ワ
ード、エクセル）が可
能であること。

高校卒業程度の学力
を有し、学校図書館や
読書活動に理解があ
ること。パソコン操
作（ワード、エクセル）
が可能であること。

高校卒業程度の学力を
有し、特別支援教育へ
の理解があること。

教員免許（小学校もしくは中学校）を有する人。
※教員免許更新講習を修了していること。
　（対象者のみ）

加入

保険

など

社会保険・厚生年金・雇用保険・介護保険（40歳以上）・通勤手当（町規定による）あり

提出

書類
須恵町臨時職員登録申請書（履歴書）

須恵町臨時職員登録申請書（履歴書）
保有する教員免許状の写しもしくは更新講
習修了確認証明書の写し

問 子ども教育課　☎ 932-1459（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線273）

急募！
臨時・パート職員（保育士・幼稚園教諭・栄養士・調理員）登録者募集

【保育士】

▼  身　　分　臨時保育士（常勤）　社会保険あり
　　　　　　パート保育士　　　社会保険なし

▼  応募資格　昭和33年４月２日～平成10年４月１日生

▼  条　　件　保育士資格を有する人

▼  勤務場所　 アザレア幼児園・れいんぼー保育園のいずれかの園

▼  賃　　金　臨時（常勤）　日給8,200円（月22日勤務）
　　　　　　パート　　　時給900円（月13日勤務）
　　　　　※規程に応じて通勤手当あり

▼  提出書類　 須恵町臨時職員登録申請書兼履歴書・資格証
の写し

【幼稚園教諭】

▼  身　　分　臨時幼稚園教諭（常勤）　社会保険あり
　　　　　　パート幼稚園教諭　　　社会保険なし

▼  応募資格　昭和33年４月２日～平成10年４月１日生

▼  条　　件　幼稚園教諭免許を有する人
　　　　　※更新講習修了確認が必要

▼  勤務場所　れいんぼー幼稚園・南幼稚園のいずれかの園

▼  賃　　金　臨時（常勤）　日給8,200円（月22日勤務）
　　　　　　パート　　　時給900円
　　　　　※規程に応じて通勤手当あり

▼  提出書類　 須恵町臨時職員登録申請書兼履歴書・資格証
の写しまたは更新講習修了確認証明書

【栄養士】

▼  身　　分　臨時栄養士（常勤）　社会保険あり

▼  応募資格　昭和33年４月２日～平成10年４月１日生

▼  条　　件　 栄養士免許を所持し、食育などに関して研究
熱心な人

▼  勤務場所　町立のいずれかの園

▼  賃　　金　日給7,100円（月22日勤務）
　　　　　※規程に応じて通勤手当あり

▼  提出書類　 須恵町臨時職員登録申請書兼履歴書・資格証
の写し

【調理員】

▼  身　　分　臨時調理員（常勤）　社会保険あり
　　　　　　パート調理員　　　社会保険なし

▼  応募資格　昭和33年４月２日～平成10年４月１日生

▼  条　　件　調理師免許を有する人
　　　　　※ パート調理員は、調理師免許の有無を問いません。

▼  勤務場所　 アザレア幼児園・れいんぼー幼児園のいずれかの園

▼  賃　　金　臨時調理員　　日給6,300円（月22日勤務）
　　　　　　パート調理員　時給790円（月14日勤務）
　　　　　※規程に応じて通勤手当あり

▼  提出書類　 須恵町臨時職員登録申請書兼履歴書・資格証
の写し

　４月から町立保育園・幼稚園・認定こども園で勤務していただける臨時職員を募集しています。臨時職員は、登録者の中か
ら選考の上採用します。

役場からのインフォメーションi
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問 上下水道課　☎ 932-1445（ダイヤルイン）
　　　　　　　 ☎ 932-1151（内線236）

問 まちづくり課　☎ 932-1153（ダイヤルイン）
　　　　　　　　 ☎ 932-1151（内線347）

　問…問い合わせ先

役場からのインフォメーション i

問 健康福祉課　☎ 932-1493（ダイヤルイン）
　　　　　　　 ☎ 932-1151（内線124）

須恵町人権擁護委員の委嘱が
行われました

問 健康福祉課　☎ 932-1493（ダイヤルイン）
　　　　　　　 ☎ 932-1151（内線126）

　特別弔慰金の請求期限は、４月２日（月）までで

す。この期限を過ぎると、法律の規定により、特別

弔慰金を受ける権利が消滅します。

▼  給付内容　額面25万円　５年償還の記名国債

▼   対 象 者　戦没者などの死亡当時のご遺族で、

平成27年４月１日において、公務扶助料、遺族

年金などを受ける人がいない場合に、次の順番

による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支

給されます。

　１．援護法による弔慰金の受給権者

　２．戦没者などの子

　３． ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹（戦没者

などと生計関係を有していなかった人は除

きます）

　４． 前記３以外の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟

姉妹

　５． 前記１から４以外の三親等内の親族（戦没者

などの死亡時まで引き続き１年以上生計関

係を有していた人に限ります）

▼  請求窓口　健康福祉課

　木下澄子さん（甲植木区）は、平成23年10月１日か

ら平成29年12月31日まで２期６年という長期にわ

たり、須恵町人権擁護委員を務められました。

　平成30年１月１日からは、新たに米倉清美さん（旅

石区）に委嘱されました。

▼  人権擁護委員とは

　人権擁護委員は、毎月第１木曜13時から16時まで

福祉センター相談室において行政・人権・心配事相談

を行なっています。

　人権について、困ったことや心配なことがありまし

たら、人権擁護委員にご相談ください。

　須恵町の人権擁護委員さんは次の人です。

●  丸山 信幸さん

●  平嶋 峰晴さん

●  今泉 守正さん

●  東郷 行美さん

●  米倉 清美さん

漏水調査を行なっています

統計調査登録調査員募集

　３月末まで、町内全域で水道管の漏水調査を行なっ

ています。

　調査は、町が委託した次の業者が行い、調査員は

身分証を携行しています。調査は宅内に入り、水道

メーターボックスを開けて行います。

　ご理解とご協力をお願いいたします。

▼  調査委託業者　株式会社コスモリサーチ

　須恵町では、各種統計調査にご協力いただける「登

録調査員」を募集しています。登録調査員は、国や県

が任命する非常勤の公務員です。国や県が実施する

統計調査において、調査対象となる世帯・事業所を訪

問して調査の趣旨や内容などを説明し、調査票の記

入依頼・回収を行います。

▼  登録調査員の資格要件

  次のいずれの要件にも該当する人

 ● 町内に住所を有する年齢20歳～70歳未満の人

 ● 秘密の保護を遵守できる人

 ● 責任を持って調査事務を遂行できる人

 ● 税務、警察および選挙に直接関係のない人

 ●  暴力団員でない人および暴力団員もしくは暴力

団と密接な関係を有していない人

▼  登録期間

　  平成30年４月１日から平成31年３月31日まで。

ただし、登録取り消しの申し出がない限り更新し

ます。

▼  申込方法

  まちづくり課備え付けの「登録調査員登録申請書」

に必要事項をご記入の上、提出してください。受

け付けは随時行なっています。

特別弔慰金の請求は
お済みですか？
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